
令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,411 円 3,341 円

3,411 円 3,462 円

3,411 円 3,474 円

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

真鶴町下水道事業経営戦略

広域化ではないが、隣町との「下水の処理に関する事務の事務委託に関する協定書」に基づき汚水処理を実施。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和５年度 令和５年度

令和６年度 令和６年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　使用料の体系は、水道使用量を算定基礎とする基本料金と従量料金（超過料金）の二部料金制を採用している。
　料金（消費税別）は、使用水量が０㎥から１０㎥までの使用者については基本料金（１か月当たり1,381円）のみを、１１㎥以上
の使用者には基本料金に超過料金（172円/㎥）を負担していただいている。
   料金は真鶴中継ポンプ場の維持管理費に充当しており、維持管理費総額の約80％を占めている（令和６年度決算上の割
合）。
　 料金改定は平成１８年度の供用開始時から消費税率の改正に伴う増額以外行っていないが、今後の収支・資金見通しや今
後の施設に係る更新需要、業務指標及び経営指標の状況のほか、料金審議会の答申を踏まえ検討、実施する。

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　なし

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

地方公営企業法全部適用
平成18年度

(供用開始後19年)

神奈川県足柄下郡真鶴町

真鶴町公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

改 定 日 ：

～計 画 期 間 ：

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

44.9　人／ha
（令和６年度末時点）

隣町処理施設へ汚水処理を委託しているため処理場はない。

無

処 理 区 数 真鶴処理区（１処理区）

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　同上
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

職員数

　令和７年8月組織再編により、下水道事業を主管する上下水道課が一般会計における土木・港湾事業を主管するまちづくり
課と統合され、都市基盤課として再編された。
　技術職員のうち２名は、採用から間もない経験年数の浅い職員であるが、かかる職員も含め庁内の技術職員の全員が土木
事業、水道事業及び下水道事業を兼務し、各事業の知見やノウハウの蓄積を目指している。
　また、料金徴収部門の組織内委託、施設（中継ポンプ場）維持管理業務の民間委託等により組織のスリム化・効率化や経費
の節減を図っている。

 イ　指定管理者制度

　真鶴中継ポンプ場維持管理業務の民間委託

民 間 活 用 の 状 況

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

　なし

　なし

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

事 業 運 営 組 織

　令和５年４月に地方公営企業法を適用したことから、直近の経営比較分析は令和５年度～令和６年度までの２か年の決算数値に対する事業年度間の比較分析
を行っている。
　適正な料金水準か否かをはかる経費回収率は、令和６年度決算で22.49％と100％を大きく下回っており、令和５年度の21.97％からはわずかに上昇したも
のの、依然として著しく低い水準となっている。
　これは、下水道整備済区域における接続率の低迷、下水道未整備区域の残存等により、水洗化率が44.08％と低い水準に留まっており、公共下水道の普及が
進んでいないことが原因と考えられる。なお、処理区域内人口を行政人口で除した指標（以下「下水道普及率」という。）は、22.18％と県下最低水準となってい
る。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

　都市基盤課上下水道管理係（事務系） 　４名（うち２名土木事業又は水道事業と兼務）
　　　　　　　　　　　　　　工務係（技術系） 　４名（うち４名土木事業及び水道事業と兼務）
   上記には、管理職(課長)が１名含まれているとともに、兼務職員については原則として一般会計において一時的に人件費を
負担し、所定の按分割合をもとに下水道事業会計から人件費相当額を負担金として支払っている。

　なし

　なし

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

資 産 活 用 の 状 況
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２．将来の事業環境

（１）

（２）

処理区域内人口の予測

　令和５年度以降は、新たな下水道管渠の整備（以下「面整備」という。）を当面の間停止し、整備済区域における接続率の向上に注力する方針（以下「現行方針」
という。）となったことから、再開までの間、供用開始区域の拡大に伴う人口増は見込めず、町の人口推計（「第３期真鶴町まち・ひと・しごと創生総合戦略・人口ビ
ジョン」における推計をいう。以下同じ。）と同様に推移するものと考え、令和６年度の実績値から年0.3～2.4%程度の減少を見込んでおり、現状における面整備
凍結期間の最終年とする令和11年度においては1,306人を見込む。
　面整備再開予定と見込んだ令和12年度以降は、町の人口推計をベースとしつつ、面整備を実施していた令和５年度以前の水準（下水道普及率20％程度）で当
初は推移するものと見込んでいるが、潜在的接続人口が相対的に多く見込まれるＪＲ真鶴駅北側の整備を行う予定であることから、下水道普及率ベースで年1％
～1.5％程度の増加を見込むこととし、計画期間の最終年となる令和17年度は、下水道普及率30％程度となる1,525人を見込んでいる。

有収水量の予測

　一般的に、新たな接続人口の獲得等がない場合は、人口減少や少子高齢化の進展、物価高騰等に伴う節水意識の向上等により、今後有収水量は緩やかに減
少していくものと見込まれる。
　現行方針下においては、供用開始区域の拡大に伴う有収水量の増加は期待できない一方で、令和５年度は11件、令和６年度は５件のそれぞれ新規接続があっ
たことから、現行方針下においても新規接続の獲得は可能であり、人口減少等の影響を直ちに受けるものではないものと考えている。
　したがって、現行方針期間の令和11年度までの間も含め、町の人口推計に連動した有収水量の減少要素と接続勧奨及び面整備再開の効果としての新規接続
による有収水量の増加要素のそれぞれを踏まえるとともに、ＪＲ真鶴駅北側の整備による効果が本格的に発現する令和16年度以降は大きく増加するものと見込
み、計画期間の最終年となる令和17年度は117,360㎥を見込んでいる。なお、算定方法は実績ベースの年間有収水量を接続人口で除して１人あたりの有収水
量を算定し、各年において見込まれる接続人口にこれを乗じて算定している。

1 ,3 0 6

1 ,5 2 5

9 .7 8

1 9 .4 9

2 2 .1 8

3 0 .3 9

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 ,0 0 0

1 ,2 0 0

1 ,4 0 0

1 ,6 0 0

1 ,8 0 0

0 .0 0

5 .0 0

1 0 .0 0

1 5 .0 0

2 0 .0 0

2 5 .0 0

3 0 .0 0

3 5 .0 0

R4 R 5 R6 R7 R8 R9 R 1 0 R1 1 R 1 2 R1 3 R1 4 R1 5 R1 6 R 1 7

人口[人]率[％]
下水道普及状況の見通し

年度末普及人口 年度末接続人口 行政人口接続率 行政人口普及率

7 7 ,4 4 6

1 1 7 ,3 6 0

8 1 ,2 2 5

1 2 1 ,2 7 2
9 5 .3 5

9 6 .7 7

0

2 0 ,0 0 0

4 0 ,0 0 0

6 0 ,0 0 0

8 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 2 0 ,0 0 0

1 4 0 ,0 0 0

9 3 .0

9 4 .0

9 5 .0

9 6 .0

9 7 .0

9 8 .0

9 9 .0

1 0 0 .0

R4 R 5 R6 R7 R8 R9 R 1 0 R1 1 R 1 2 R1 3 R1 4 R1 5 R1 6 R 1 7

水量[㎥]率[％]
有収率等の見通し

年間有収水量 年間送水量（ 処理水量） 有収率

3



（３）

（４）

（５）

　技術職員の不足については、全国的に問題となっているところ、町においては、庁内の技術職員の全員が土木事業、水道事業及び下水道事業を兼務しているほ
か、技術職員４名のうち２名は採用から間もない経験年数の浅い職員であり、経験豊富な職員１名についても間もなく定年となる見込みであることから、下水道事
業に注力して知見やノウハウの蓄積、技術継承を行っていくことが課題となっている。
　また、事務職員についても、企業会計に精通した人材の育成が課題となっており、現状は県からの派遣職員を充てて対応しているが、町の職員において企業会
計に係るノウハウを蓄積し、会計事務に関して自立できるよう努めていく必要があるところ、全体的に職員が不足しており、十分にノウハウの継承ができていると
は言い難い現状である。
　今後、事業にあたる職員の増員や、将来的なPPP（官官連携、官民連携)の実施等、ノウハウの継承及び事業の持続性確保に向けた検討をより一層進めていく
必要がある。

使用料収入の見通し

　現行方針下においては、有収水量同様、供用開始区域の拡大に伴う増加は期待できないほか、令和４年度末に開催した上下水道料金審議会において、接続率
が低いこと等の理由から、下水道使用料の料金水準は「現状維持」とすべき旨の答申を受けていることから、料金改定による増加についても当面は期待できない
状況である。
　一方で、下水道事業の経費回収率は令和６年度決算で22.49％という著しく低い水準となっており、汚水処理の財源を使用料収入で十分に賄えていないこと
から、接続勧奨による使用料収入の確保はもちろん、未普及区域において潜在的に下水道への接続が期待できる区域については、費用対効果を検証しつつ、下
水道の整備を再開の上、更なる使用料収入の確保を図るべきである。
　今後、使用料収入は有収水量の推移と同様の推移を辿るものとして、計画期間の最終年となる令和17年度は約2,000万円を見込んでいる。なお、算定方法は
実績ベースの下水道使用料を年間有収水量で除して１㎥あたりの収入単価を算定し、各年において見込まれる年間有収水量にこれを乗じることで算定している。
　一方で、前記の収入確保に向けた取組を進めてもなお経営戦略期間中の経費回収率の推計値は平均25.34％程度となっており、事業費を事業収入で賄うこと
ができているとはいえないことから、安定した経営基盤の確保に向けて、引き続き適正な料金水準の検討を進めていくこととする。

施設の見通し

　下水道の供用開始が平成19年３月であること、下水道管渠の耐用年数が50年であること等から、経営戦略期間中において、老朽化による管渠施設の更新は
見込んでいないが、真鶴中継ポンプ場については、令和６年度～令和10年度までの現行ストックマネジメント計画に基づき、耐用年数に応じて計画的に改築・更
新を行うことで、効率的かつ効果的な施設の維持管理を行っていく予定であり、旧経営戦略期間における事業費も合わせて令和10年度までに約2,400万円の
改築・更新事業費を計上する見込みである。
　なお、ストックマネジメント計画は５年ごとに改定を行い、令和11年度以降も約500万円/年の改築・更新事業費を計上する見込みであり、国庫補助金も活用し
つつ継続的な事業実施及び維持管理を行っていく。
　また、面整備再開後の令和12年度以降にあっては、潜在的接続人口が相対的に多く見込まれるＪＲ真鶴駅北側の整備を開始する想定とし、令和13年度には２
か年の計画で約2.4億円の幹線管渠の整備に着手し、以降約6,000万円/年の整備事業費をもって未普及区域への下水道整備を進めていくこととする。

組織の見通し

1 3 ,4 5 3

2 0 ,6 5 5

5 9 ,8 2 2

6 8 ,3 7 2

2 2 .4 9

3 0 .2 1

0

1 0 ,0 0 0

2 0 ,0 0 0

3 0 ,0 0 0

4 0 ,0 0 0

5 0 ,0 0 0

6 0 ,0 0 0

7 0 ,0 0 0

8 0 ,0 0 0

9 0 ,0 0 0

0 .0

5 .0

1 0 .0

1 5 .0

2 0 .0

2 5 .0

3 0 .0

3 5 .0

R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 1 0 R 1 1 R 1 2 R 1 3 R 1 4 R 1 5 R 1 6 R1 7

金額[千円]率[％]
経費回収率等の見通し

下水道使用料（ 税抜） 汚水処理費（ 税抜） 経費回収率
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

目 標

　令和８年度における事業費は当初予算額をベースとして算定し、令和９年度以降の事業費は経費の性質別に次のとおり算定している。
○建設改良費
　管渠施設にあっては、面整備再開後の令和12年度以降は約6,000万円/年の整備事業費を計上するとともに、令和13年度以降は潜在的接続人口が相対的に
多く見込まれるＪＲ真鶴駅北側の整備を開始する想定であり、県道740号線の幹線管渠整備費として約2.4億円の整備事業費を計上する見込みである。
　ポンプ場施設にあっては、現行ストックマネジメント計画に基づく事業実施が想定よりも早く完了する見込みであり、令和９年度～令和10年度までは更新事業費
は見込んでいない。令和11年度からの次期計画は令和10年度に策定予定であり、対象施設として電気機械設備等、改築更新事業費として約500万円/年を見
込んでいる。
　また、「広域処理方式」により湯河原町の施設整備費に対し、「建設負担金」として応分の負担をしているが、今後も湯河原町のストックマネジメント計画に則った
浄水センター監視制御設備等の更新工事の実施が予定されているところ、当該計画に基づき真鶴町の負担額を算定している。
  令和９年度以降にあっては、計画等により見通しが明らかなものについては当該計画等をベースに事業費を算定し、計画等のないものについては、これまでの
実績等の平均値等をベースに事業費を算定し、計画等の有無にかかわらず直近５年間～10年間の国内の下水道工事における建設工事費デフレーターの対前年
比平均値をもとに上昇率を見込んで算定している。
○減価償却費
　前記建設改良費をベースに、取得が想定される資産に応じた耐用年数から、定額法により算定している。
○企業債元利償還金
　令和６年度末時点で借入済の銘柄については、既存の償還計画をベースに算定し、未借入の銘柄については、後出の財源計画に基づく起債発行額をベースに
各年の元利償還額を算定している。なお、借入条件は次のとおりとしている。
（建設改良企業債及び資本費平準化債）
　固定金利方式、半年賦元利均等償還（据置期間なし）、償還期間10年～25年、借入金利1.28％～2.40％
（特別措置分に係る企業債）
　固定金利方式、半年賦元金均等償還（据置期間なし）、償還期間15年、借入金利1.28％～2.40％

　管渠施設にあっては、現行方針を継続する令和11年度までの間は、新規下水道管渠整備費を０円と見込むことで、新規投資
額の抑制を図るとともに、面整備再開後の令和12年度以降にあっては、約6,000万円/年の整備事業費を計上し、公共下水
道の普及促進及び使用料収入の増加による事業の採算性確保を目指す。なお、令和13年度～令和14年度までの２か年に
あっては幹線の管渠整備を行うため約2.4億円の整備事業費を見込んでいる。
　ポンプ場施設にあっては、５年毎に改定を予定しているストックマネジメント計画に基づき、約500万円/年の改築更新事業
費を計上し、切れ目なく効率的・効果的な維持管理を行うとともに、計画的な改築更新によりライフサイクルコストの縮減を図
る。
　なお、下水道の供用開始が平成19年３月であること、下水道管渠の耐用年数が50年であること等から、老朽化による管渠
施設の更新事業費は見込んでいない。

【これまでの経緯】
　本町の下水道は、神奈川県が未着手都市に対する技術支援の一環として実施した調査結果から、湯河原町の下水終末処理場で処理する「広域処理方式」が最
適であるとの結論が出されたことに基づき平成２年度から事業着手し、当初は、用途指定地域を中心とした市街地について公共下水道を整備することとし、計画
期間を平成２年度から22年度の20年間とし、計画面積を175haとした全体計画を策定した。その後平成22年度に社会・経済状況の変化に即応した見直しを行
い、下水道計画区域は125haとなっている。現事業計画区域は、この内最も市街化が進んでいる61haとなっている。
　整備方法は、地形的な要因から予定処理区域の大部分の汚水を低地に集約させ、ポンプ施設により湯河原町へと圧送する計画で管渠を整備している。ポンプ
施設については、設置場所の選定や工事内容で周辺住民との調整に時間を要したが、平成12年度に用地の取得、平成13年度に調査設計、平成14年度より建設
工事に着手し、平成１8年度に完成し、平成19年３月28日より供用開始した。令和６年度末の整備面積は32.38haで、下水道人口普及率は22.18％と県下では
最低水準となっている。

【将来の見通し】
　現状は、整備による接続可能世帯が増え有収水量は増加しているものの、令和６年度末時点の接続率は約44%であり他自治体と比べ低水準となっている。今
後、整備済区域においても人口減少が見込まれ、財政面に影響を及ぼす厳しい状況はより進行していくものと推定される。
　
【基本方針】
①　平成26年１月作成の国土交通省、農林水産省、環境省３省統一の「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」により、下水道未
整備地域を令和８年度までに概成することが求められているが、本町の令和６年度末時点の整備状況や整備方針を踏まえると、国の求めに応じた整備概成は達
成できず、また、未整備区域（面積）の整備概成時期を具体に見通すことも難しい状況にある。将来的な新規管渠整備については、国の動向も注視しつつ、国庫
補助の有無を含めた費用対効果の観点から、長期的視点で要否を検討・判断した上で推進していく必要がある。
②　下水道事業に対する理解を深めるため、下水道の日に絡めた施設見学会の実施や町広報・ホームページを利用した周知に努める。また、現行方針下におい
ては民間委託や補助などの接続率向上に向けた新たな事業を検討の上、供用開始済区域内の未接続世帯を対象とした接続勧奨に注力し、接続世帯数を増加さ
せる取組みにより財源の確保に努めていくとともに、経費節減の観点も併せ、効率的な事業運営を図っていくものとする。
③　安全で安心な暮らしを実現するため、ストックマネジメント計画による耐震化を含めた施設の改築・更新、台帳システムを活用した管路データの適正な管理、
業務継続計画（ＢＣＰ）に基づく災害時の早期かつ適切な対応を実施する。
④　安定した経営基盤の確立のため、「事業管理計画」の早期策定に努め、その後、計画の実施状況を適宜評価・検証を行いながら、必要に応じて計画見直しを
実施する。見直し作業は、ＰＤＣＡサイクルを活用した分析結果を基に行うこととする。
⑤　下水道使用料の収納率については、臨戸訪問等による更なる収納率向上を目指す。
⑥　一般会計繰入金については基準外繰入をしなければ事業運営ができない状況であるが、今後は繰入額の平準化と将来的な逓減に向け、起債償還額に対し
ては、資本費平準化債を充て平準化を図ること、使用料改定の検討、経費削減の徹底、計画的な修繕・維持管理による施設の改築・更新費の平準化に努め、少し
でも一般会計に依存しない事業運営を目指す。
⑦　下水道事業の運営に当たっては、令和５年４月から地方公営企業法を適用したことを契機として、事業の財政状況及び経営成績を的確に把握・分析し、その
結果を活かすことにより効率的かつ効果的な事業運営を目指すとともに、事業の運営状況を明確にし、町民への説明責任を果たしていく。
⑧　現行方針下において、年間送水量（処理水量）を86,220㎥まで約１万㎥引き上げることを目標とするとともに、面整備再開後の令和13年度以降は、潜在的
接続人口が相対的に多く見込まれるＪＲ真鶴駅北側の整備を開始し、更なる使用料収入の確保を図っていく。
⑨　職員数の減少等により、工事施工や事務・技術継承が課題となっていることを踏まえ、町単独の事業運営にとらわれず、将来的なＰＰＰ（官官連携、官民連携）
の実施等、経営基盤の安定化や事業の持続性の確保に向けた検討を進めていく。
⑩　①～⑨までの基本方針をもとに、経営健全化を進めるとともに、料金水準の検証及び収支構造の適正化に向けた計画の見直しを定期的に実施し、計画期間
の最終年である令和17年度までに別紙「経費回収率の向上に向けたロードマップ」に示す経営目標の達成を目指す。
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②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

　令和８年度における財源は当初予算額をベースとして算定し、令和９年度以降の財源は性質別に次のとおり算定している。
〇下水道使用料
　令和４年度～令和６年度の収入単価平均に、各年において見込まれる年間有収水量を乗じて算定している。
〇企業債
　建設改良企業債については投資計画をベースに、起債対象事業費から国庫補助金といった他の財源を控除した額を基準として借入可能な額を算定している。
　資本費平準化債については、建設改良企業債や特別措置分に係る企業債の発行額及び元金償還金の金額を算定の上、各年の元金償還金総額から各年の減
価償却費等を控除した金額をベースに算定している。
　特別措置分に係る企業債については、業務指標や平成17年度以前における企業債に係る基礎数値をベースに、措置対象となる元利償還金の金額を算定の
上、業務指標等に基づく係数を乗じて発行可能額を検証し、借入可能な額を算定している。
〇国庫補助金
　未普及対策に係る国庫補助金については見通しが不透明であることを踏まえ、財源として考慮していない。一方で、ストックマネジメント計画対象事業に係る国
庫補助金については、補助率を1/2とした上で各年の補助対象事業費をベースに算定している。
〇一般会計繰入金
　投資計画をベースに各年の財源充当シミュレーションを行い、使用料収入や附帯収益で不足する分を一般会計繰入金として算定している。
○長期前受金戻入
　財源充当が想定される資産ごとの耐用年数に応じて算定している。

　令和８年度における事業費は当初予算額をベースとして算定し、令和９年度以降の事業費は経費の性質別に次のとおり算定している。
○人件費
　令和７年８月１日時点の人員配置を基準に、全国的な人件費の上昇傾向を踏まえ、直近５年間～10年間の人事院勧告における一般職員の平均年間給与の対前
年度増減率平均をもとに、経営戦略期間中における上昇推移を見込んでいる。
○その他経常的経費等
　全国的な物価高騰を踏まえ、令和２年度基準の全国総合消費者物価指数の年度平均値について、直近５年間～10年間の対前年度比平均値をもとに、経営戦
略期間中における上昇推移を見込んでいる。

目 標

　新規下水道管渠整備費に係る国庫補助制度にあっては、国において汚水処理施設の概成を目指す令和８年度までを時限と
しており、令和９年度以降の見通しは不透明であるが、本町においては下水道普及率が著しく低く、概成にはほど遠い現状で
あり、令和12年度以降の面整備再開後にあって、国庫補助に係る地方財政措置がされない場合、下水道事業の経営を著しく
圧迫することとなるため、国庫補助財源確保に向けて要望活動等を継続していく。
　また、現状は下水道使用料収入の金額が著しく少なく、下水道事業債や一般会計からの繰入金を財源に事業運営を行って
いるところであるが、接続率向上に向けての接続勧奨の取組や面整備再開による供用開始区域の拡大により、事業の採算性
を確保するとともに、経費回収率の向上を目指し、借入金や一般会計繰入金に依存しないよう、経営基盤の安定化を目指す。

使用料の見直しに関する事項

　なし

　職員数の減少等により、工事施工や事務・技術継承が課題となっていること等を踏まえ、ウォーターＰ
ＰＰの導入可能性調査を2026年度に予定しており、この調査結果に基づいてウォーターＰＰＰ導入の
是非を検証する予定である。
　経営基盤の安定化や事業の持続性の確保に向けて、下水道事業体間の「官官連携」のみならず、対
民間事業者の「官民連携」についても両輪で検討していき、本町下水道事業においてより有効な方策
を選択していく。

　令和５年度に策定したストックマネジメント計画をはじめとし、各種施設整備計画を今後策定の上、計
画的な整備・改築更新を行い、投資の平準化に努めていく。

　本町は隣町の処理施設で汚水処理を委託していることから、事業開始当初（平成19年３月）から一
定程度広域化や共同化に資する経費削減等の効果を享受しているものと考えている。
　今後は、県主導の広域化・共同化計画に基づく各ワーキンググループでの活動を通じ、更なる広域
化・共同化の取組みについて検討していく。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 　なし

　現在、具体的に計画しているものはないが、今後も検討を続けていく。

　本町の下水道使用料は、県下において高水準にある一方で、下水道普及率や接続率が低水準にあ
ることから、現状において下水道料金を改定することは、既接続世帯への負担増と公平性への配慮の
観点から困難であると考えている（令和４年度料金審議会答申における意見）。
　現行方針下においては供用開始済区域の接続率向上に注力し、一定の公平性等が担保されるよう
になったら改めて料金審議会を開催し、審議会の答申内容も踏まえ、料金改定の可否を継続的に検討
していくことで、経費回収率の向上を目指していく。
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③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　人口減少、経済情勢の見通しといった中長期的な各種指標のほか、面整備の再開状況、官民連携の取組状況と
いった抜本的な経営状況・体制等に関して、本経営戦略策定後に著しい変化等が生じる可能性があることを踏ま
え、少なくとも５年に１回の頻度で本経営戦略の事後検証又は改定を行うこととする。
　また、ＪＲ真鶴駅北側の幹線整備にあっては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく都道府
県代行制度の活用が可能であるが、現状では令和13年度以降における時限立法の見通しが不透明であることか
ら、町単独での整備を見込んでいる。
　町の財政負担を踏まえれば、代行制度を活用することが望ましいため、活用の目途が立ち次第、本経営戦略につ
いて見直しを行うこととする。

職員給与費に関する事項
　現行業務の洗い出しを行い、業務別に直営実施と外部委託の有効性を検証し、必要に応じて外部委
託に切り替えることで、経費削減及び経営の効率化を図っていく。

動力費に関する事項
　令和３年度の本町「ゼロカーボンシティ宣言」を踏まえ、今後のストックマネジメント計画の策定にあ
たって、脱炭素、省エネルギーの視点も導入することで、設備の高効率化及び省エネルギー化による経
費削減及び経営の効率化を図っていく。

修繕費に関する事項
　ストックマネジメント計画に基づき、適時・適切な方法で改築更新及び維持保全を行うことで、ライフ
サイクルコストの縮減に努めていく。

委託費に関する事項
　現行業務の洗い出しを行い、業務別に直営実施と外部委託の有効性を検証し、必要に応じて外部委
託に切り替えることで、経費削減及び経営の効率化を図っていく。

その他の取組 　なし

薬品費に関する事項 　なし

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　職員数の減少等により、工事施工や事務・技術継承が課題となっていること等を踏まえ、ウォーターＰ
ＰＰの導入可能性調査を2026年度に予定しており、この調査結果に基づいてウォーターＰＰＰ導入の
是非を検証する予定である。
　経営基盤の安定化や事業の持続性の確保に向けて、下水道事業体間の「官官連携」のみならず、対
民間事業者の「官民連携」についても両輪で検討していき、本町下水道事業においてより有効な方策
を選択していく。
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　①有形固定資産減価償却率は類似団体平均よりも低い
水準となっておりますが、これは、本町における地方公
営企業法の適用が令和５年度であり、令和４年度末まで
の償却累計額相当分を資産価格から差し引いて法適用初
年度当初の取得価格としたことによるもので、実際には
電気機械設備を中心に耐用年数を既に経過しているもの
が多数あります。
　②管渠老朽化率及び③管渠改善率は、下水道事業の供
用開始時期が遅く(平成19年３月～)、法定耐用年数(50
年)を経過した管渠延長の該当が無く、管渠についての
更新投資・老朽化対策はまだ行っていないことから、両
比率ともに０％となっています。
　なお、今後は、進展する老朽化への対策として令和５
年度に策定した真鶴町下水道ストックマネジメント計画
に基づき、ポンプ場施設を中心に計画的な改築・更新を
進めてまいります。2. 老朽化の状況

全体総括

　現状、供用開始から間もないため、耐用年数に達する
管渠は無く、老朽化に伴う管渠の更新は行っていません
が、ポンプ場設備の改築・更新は今後計画的に行ってい
く必要があります。
　また、人口減少等による使用料収入の減少や施設の老
朽化に伴う維持管理費・更新費用の増加など、下水道事
業を取り巻く状況は今後一段と厳しくなることが見込ま
れます。そのような中、現在の経営状況は、経費回収率
や流動比率が類似団体平均と比べ低い水準であり、下水
道使用料で賄うべき費用に対する資金の不足を示してお
り、繰入れ等による他会計資金に頼って事業運営してい
る状況となります。
　今般、令和７年度に令和８年度～令和17年度を計画期
間とする新たな経営戦略を策定いたしました。今後、同
戦略に基づき、使用料収入の増収を中心とした下水道事
業の経営改善に努めてまいります。

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

1,436 0.32 4,487.50 【】 令和6年度全国平均

処理区域面積(km
2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　①経常収支比率は100%を下回り、また、単年度収
支が赤字となっていることにより②累積欠損金比率
も生じております。これらはともに、一部の経常費
用の財源に企業債収入を充当していることによるも
のです。
　③流動比率は、類似団体平均値を下回り100%未満
ですが、これは、保有現金に対して企業債等の償還
額が高額であるためです。
　④企業債残高対事業規模比率は類似団体平均値よ
りも非常に高い水準に、⑤経費回収率は非常に低い
水準に、⑥汚水処理原価は非常に高い水準となって
います。これは、経常費用の財源の大部分を一般会
計繰入金で賄っており、使用料収入額（年間有収水
量）が低く、汚水処理原価が使用料単価を大きく上
回っていることが原因と考えています。
　なお、企業債償還額を超える借入は行っていない
ため、今後④は低下していくものと見込まれます
が、接続勧奨による接続率の向上に伴う使用料収入
の増や汚水処理原価の削減の取組みを進め、⑤⑥比
率の改善にも努める必要があります。
　⑧水洗化率は類似団体平均値よりも低い水準と
なっています。これは、下水道事業の供用開始時期
が遅く(平成19年３月～)、町内に浄化槽が普及し、
古い家屋や高齢者世帯も多いことなどが原因と考え
ていますが、接続率向上策の検討・実施により、接
続率を着実に向上させていく必要があります。

資金不足比率(％)

- 63.43 22.18 - 3,411

自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

6,553

処理区域内人口(人)

7.05 929.50 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 公共下水道 Cc2 非設置

経営比較分析表（令和6年度決算）
神奈川県　真鶴町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 0.00 0.00

平均値 - - - 0.58 0.09

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 95.43 98.16

平均値 - - - 106.87 106.45

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 3.00 5.81

平均値 - - - 17.05 17.62

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 0.00 0.00

平均値 - - - 0.22 0.18

①経常収支比率(％)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 59.75 78.45

平均値 - - - 21.73 19.96

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 37.76 33.69

平均値 - - - 62.37 63.88

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 10,692.80 10,220.68

平均値 - - - 1,042.77 943.46

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 21.97 22.49

平均値 - - - 84.48 79.22

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 786.55 772.43

平均値 - - - 187.11 202.47

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - -

平均値 - - - 49.28 50.62

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 45.59 44.08

平均値 - - - 79.70 79.00

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【105.36】 【3.12】 【82.75】 【602.56】

【96.00】【60.13】【140.98】【97.94】

【42.20】 【9.46】 【0.19】
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